
お 知 ら せ
i n f o r m a t i o n

　
　

募
集

　
　

お
知
ら
せ

税
務
職
員
募
集　

　

仙
台
国
税
局
で
は
、
税
務
の

ス
ぺ
シ
ャ
リ
ス
ト
と
し
て
活
躍

す
る
バ
イ
タ
リ
テ
ィ
ー
あ
ふ
れ

る
税
務
職
員
を
募
集
し
て
い
ま

す
。
国
の
財
政
を
支
え
る
税
務

職
員
に
、
あ
な
た
も
チ
ャ
レ
ン

ジ
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

◇
第
一
次
試
験
日
…
９
月
４
日
㊐

◇
受
験
資
格
…
①
高
校
卒
業
見

込
み
の
方
お
よ
び
高
校
卒
業
後

３
年
を
経
過
し
て
い
な
い
方
、

②
人
事
院
が
①
に
掲
げ
る
方
と
同

等
の
資
格
が
あ
る
と
認
め
る
方

◇
受
験
申
込
受
付
期
間
…

　

６
月
20
日
㊊
か
ら
６
月
29
日

㊌
ま
で

◇
受
験
申
込
方
法
…

　

受
験
申
し
込
み
は
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
申
し
込
み
と
し
ま
す
。

　

な
お
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
申

し
込
め
な
い
場
合
は
受
験
申
込

受
付
期
間
前
に
仙
台
国
税
局
人

事
第
二
課
ま
た
は
人
事
院
東
北

事
務
局
へ
連
絡
し
て
く
だ
さ

い
。

※
試
験
の
概
要
な
ど
に
つ
い
て

　

は
、
国
税
庁
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

　

に
も
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

問
仙
台
国
税
局
人
事
第
二
課
試

験
研
修
係

☎
０
２
２
︲
２
６
３
︲
１
１
１
１

　
（
内
線
３
２
３
６
）

問
人
事
院
東
北
事
務
局

☎
０
２
２
︲
２
２
１
︲
２
０
２
２

「
子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番
」

強
化
週
間　

６
月
27
日
㊊
か
ら
７
月
３
日

㊐
ま
で

　

法
務
省
人
権
擁
護
局
と
全
国

人
権
擁
護
委
員
連
合
会
で
は
、

い
じ
め
や
嫌
が
ら
せ
、
虐
待
、

体
罰
な
ど
子
ど
も
の
抱
え
る
さ

ま
ざ
ま
な
人
権
問
題
の
解
決
を

図
る
た
め
、
電
話
相
談
を
行
い

ま
す
。

　

相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
固

く
守
ら
れ
ま
す
。
困
り
ご
と
や

悩
み
ご
と
な
ど
お
気
軽
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

【
子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番
】

◇
日
に
ち　

６
月
27
日
㊊
か
ら

７
月
３
日
㊐
ま
で　

◇
時
間

　
（
平
日
）午
前
８
時
30
分
か
ら

午
後
７
時
ま
で

　
（
土
・
日
）午
前
10
時
か
ら
午

後
５
時
ま
で

☎
０
１
２
０
︲
０
０
７
︲
１
１
０

（
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
）

事
業
主
の
皆
さ
ん
へ

労
働
保
険
の
年
度
更
新
の
お

知
ら
せ

　

平
成
28
年
度
の
労
働
保
険
の

年
度
更
新
の
申
告
期
限
は
７
月

11
日
㊊
で
す
。

　

期
限
ま
で
に
最
寄
り
の
銀

行
、
郵
便
局
、
労
働
基
準
監
督

署
、
福
島
労
働
局
に
お
い
て
手

続
き
を
さ
れ
ま
す
よ
う
お
願
い

し
ま
す
。

　

労
働
保
険
の
年
度
更
新
は
電

子
申
請
、
労
働
保
険
料
な
ど
の

納
付
は
口
座
振
替
を
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

問
福
島
労
働
局
総
務
部
労
働
保

険
徴
収
室

☎
０
２
４
︲
５
３
６
︲
４
６
０
７

不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て

一
定
の
要
件
を
満
た
せ
ば
軽

減
措
置
が
受
け
ら
れ
ま
す　

　

土
地
や
家
屋
を
売
買
・
贈
与

な
ど
で
取
得
し
た
と
き
、
新

築
・
増
築
し
た
と
き
に
登
記
の

有
無
に
か
か
わ
ら
ず
取
得
ご
と

に
一
度
だ
け
不
動
産
取
得
税
が

課
税
さ
れ
ま
す
。

　

た
だ
し
、
相
続
に
よ
り
取
得
し

た
と
き
に
は
課
税
さ
れ
ま
せ
ん
。

◇
納
め
る
税
額

　

取
得
し
た
と
き
の
不
動
産
の

固
定
資
産
評
価
額
の
３
％（
住

宅
以
外
の
家
屋
は
４
％
）

※
宅
地
の
取
得
に
対
す
る
特
例

…
宅
地
評
価
土
地
を
平
成
30
年

３
月
31
日
ま
で
に
取
得
し
た
場

合
は
当
該
土
地
の
価
格
を
２
分

の
１
と
す
る
。

　

な
お
一
定
の
要
件
を
満
た
し

て
い
る
場
合
に
は
軽
減
措
置
が

適
用
さ
れ
ま
す
が
、
取
得
を
し

た
旨
を
申
告
し
、
減
額
申
請
の

手
続
き
が
必
要
で
す
。

　

軽
減
措
置
を
受
け
る
た
め
の

主
な
要
件
に
つ
い
て
は
、
次
の

◇町税等納期のご案内◇

町県民税（１期）

６月30日㊍
※口座振替の方は、納期限の
　前日までに口座残高の確認
　をお願いします。
※納付書で納める場合、コン
　ビニエンスストアでも納付
　できますが、納付書１枚の
　金額が30万円を超えたり、
　納期限30日を経過した納付
　書は使用できません。
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